
〈問い合わせ〉熊本県観光企画課　℡096（333）2356

〈問い合わせ〉建設課 建設係　℡0967（67）3178

道路上に張り出している樹木・竹木などの適正管理のお願い
　道路沿いの樹木などの管理が適正にされていないと、道路上への枝の張り出しや、枯れ枝などの落下、倒木など
によって、歩行者や車両の通行に支障をきたしたり、通行の安全を害するおそれがあります。
　私有地に生育している樹木などは所有者の管理物であり、道路に隣接する私有地から張り出した枝など（枯れ枝
などの落下・倒木など）が原因で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合には、樹木などの所有者が賠償責
任を問われる場合がありますので、所有者の責任において剪定･伐採を行うなど、道路沿いの樹木らの適正な管理
をお願いします。
　なお、風雨などにより建築限界を侵すなど道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管
理者において、通行の安全確保を行いますのでご理解をお願
いします。

道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や
歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5
メートル」、歩道などの上空は「2.5メートル」の範囲内
に電柱、信号機、樹木などの障害となるような物を置い
てはいけない空間として定められてます。

建築限界とは

熊本阿蘇ステージ開催にあたって
　10月13日（日）に開催されますマイナビ ツール・ド・九州２０２４の熊本阿蘇ステージでは、コース上が全面通
行止めとなります。本村内の規制時間は、午前10時30分～午後0時30分を予定しています。規制時間中は迂回に
ご協力ください。（※交通規制時間は、現時点での目安です。）

　俵山方面から高森方面および新阿蘇大橋方面からあそ望の
郷くぎの方面への往来は県道熊本高森線、村道矢部阿蘇公園
線、県道河陰阿蘇線の一部区間が通行止めのため、村道旧325号線から長陽駅方面へ行き、村道
長陽駅妙見線にて迂回してください。なお、国道325号線は通常通り通行できます。

俵山方面⇔高森町方面　迂回路 新阿蘇大橋⇔あそ望の郷くぎの　迂回路

第10回Aso動物愛護まつりを開催します
　「第10回Aso動物愛護まつり」が開催されます。長寿犬猫表彰、動物フォトコンテスト、犬のしつけ方相談、乗
馬体験など、動物に関するイベントも開催します。

９月20日（金）～26日（木）は動物愛護週間です
～犬、猫は適正に飼育しましょう～

　屋外でエサを与え続けると、その地域にたくさんの猫が
住み着くようになり、繁殖もしやすくなり、その結果、排
泄物による悪臭や畑や庭荒らしなど、近隣の迷惑になります。

■日　　　時
■場　　　所
■主　　　催
■問い合わせ先

／ 9月21日（土）午後1時～3時
／四季彩いちのみや（阿蘇市一の宮町宮地538番地1）
／阿蘇地域動物愛護推進協議会
／阿蘇地域動物愛護推進協議会事務局（阿蘇保健所衛生環境課内） ……℡0967（24）9035
　水・環境課……………………………………………………………………℡0967（67）3176

　長寿犬猫表彰、動物フォトコンテストについては、事前申し込みが必要です。申し込み方法や要件などは以下の
とおりです。

※ペットの同伴につきましては、熱中症や事故などの危険性も考えられますので、十分ご注意ください。
※会場内で発生した事故などについて、当協議会は一切責任を負いません。
※イベント内容は変更する可能性があります。

■申し込み期間
　9月6日（金）まで
■申し込み用紙配布
　水・環境課および阿蘇保健所衛生環
境課で配布します。

■申し込み先
　阿蘇地域動物愛護推進協議会事務局
（阿蘇保健所衛生環境課内）

　【長寿表彰】
　〈犬の場合〉　•役場に登録があり、狂犬病予防注射済みの犬
　　　　　　　•15歳以上であること
　〈猫の場合〉　•動物病院で3種混合ワクチン接種を行っている猫
　　　　　　　•15歳以上であること
　【動物フォトコンテスト】
　•動物種は問いませんが、人と仲良く写っている写真に限ります。

猫に屋外でエサをあげないようにしましょう

　外は、猫にとって病気、寄生虫、事故、迷子などの危険
がいっぱいです。また、ふん尿や菜園荒らしなど、周りの
人に迷惑な行為をすることがあります。野良猫を家の中で
飼い馴らすときは、まずは、ケージ飼育から始めてください。

猫は家の中で飼いましょう

　生まれてくる子猫に責任が持てないなら、不妊・去勢手
術をしましょう。手術はかわいそう、と思う人もいるかも
しれませんが、不妊・去勢手術は、病気の予防やマーキン
グ行為の減少にもなります。また、不幸な命を増やさない
ことにもつながります。

猫は不妊・去勢手術をしましょう

　愛犬を散歩させる時は、必ずリードを着け、ふ
んは後始末をしましょう。なお、犬の放し飼いは
禁止されています。

散歩時にはマナーを守りましょう

　動物の遺棄は、罰則をもって禁止されています。

動物は遺棄しないようにしましょう

　犬猫の鳴き声やふん尿などによりトラブルが発
生したときは、関係者間で解決を図っていただく
ことになります。周辺住民がふん尿、鳴き声など
により被害を受けた場合に、損害賠償が請求され
たケースがありますので、犬、猫を飼育されてい
る住民の皆さんにおかれましては、適正な飼育に
努めていただきますようお願いします。

飼い犬・猫に関するトラブルについて

参加費
無料

大会HP

8 92024.9 2024.9


